
総務財政委員会

国
民
健
康
保
険
税

　
条
例
の
一
部
を

　
　
改
正
す
る
条
例

　
こ
の
条
例
は
、
全
世
代

対
応
型
の
社
会
保
障
制
度

を
構
築
す
る
た
め
の
健
康

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
よ
る
地
方
税

法
等
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
条
例
に
所
要
の
改
正

を
行
う
た
め
提
案
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　
執
行
部
よ
り
、
今
回
の

改
正
は
、
子
育
て
世
帯
の

経
済
的
負
担
軽
減
の
観
点

か
ら
、
未
就
学
児
に
係
る

国
民
健
康
保
険
税
の
均
等

割
額
に
つ
い
て
、
現
行
制

度
に
お
け
る
軽
減
措
置

後
、
現
在
負
担
し
て
い
る

額
の
５
割
を
公
費
に
よ
り

負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
令
和
４
年
２
月
１
日
時

点
を
参
考
と
し
て
試
算
し

た
場
合
、
対
象
と
な
る
国

民
健
康
保
険
加
入
者
の
未

就
学
児
は
約
２
５
４
人
で

あ
り
、
約
１
９
２
万
円
の

影
響
額
と
な
る
。

　
そ
の
う
ち
国
が
２
分
の

１
、
県
が
４
分
の
１
、
市

が
４
分
の
１
を
負
担
す
る

こ
と
か
ら
、
約
48
万
円
が

市
の
負
担
と
な
る
も
の
で

あ
る
。

　
な
お
、
市
の
負
担
部
分

に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計

繰
入
金
で
対
応
す
る
こ
と

と
な
る
。
施
行
日
は
、
令

和
４
年
４
月
１
日
と
し
、

令
和
４
年
度
の
課
税
分
か

ら
適
用
す
る
も
の
で
あ
る

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
、
現
行
制
度

に
お
い
て
軽
減
措
置
を
受

け
て
い
な
い
世
帯
も
対
象

と
な
る
の
か
を
問
う
質
問

に
対
し
、
軽
減
の
な
い
世

帯
に
つ
い
て
も
子
ど
も
に

係
る
均
等
割
部
分
に
つ
い

て
は
５
割
が
軽
減
と
な
る

旨
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

※

　
審
査
の
結
果
、
全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

　
本
会
議
で
は
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

国保税の軽減で子育て支援
委員
中村　春夫

委員
廣瀬　公彦

委員長
田中　義幸

委員
岩永　利勝

委員
中嶋　廣東

副委員長
石原　浩二

委員会審査結果報告

令和４年３月定例会中に開催された
各常任委員会の審査・活動報告です。
嘉麻市の常任委員会とは、下記３委員会のことです。

●総務財政委員会
●民生文教委員会
●産業建設委員会
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民生文教委員会

産業建設委員会

行
政
財
産
使
用
料

　
条
例
の
一
部
を

　
　
改
正
す
る
条
例

　
こ
の
条
例
は
、
稲
築
庁

舎
の
会
議
室
と
し
て
使
用

し
て
い
た
車
庫
上
会
議
室

及
び
嘉
麻
市
ふ
る
さ
と
交

流
館
な
つ
き
の
湯
内
食
堂

の
使
用
を
廃
止
す
る
こ
と

に
伴
い
、
条
例
に
所
要
の

改
正
を
行
う
た
め
、
提
案

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
委
員
よ
り
、
ふ
る
さ
と

交
流
館
な
つ
き
の
湯
の
指

定
管
理
料
に
つ
い
て
は
、

市
が
休
業
に
伴
う
補
て
ん

な
ど
を
行
っ
て
い
る
た

め
、
食
堂
に
つ
い
て
も
補

て
ん
や
減
免
が
必
要
で
は

な
い
か
と
の
質
問
に
対

し
、
飲
食
店
に
つ
い
て
は

福
岡
県
の
要
請
に
応
じ
た

店
舗
に
協
力
金
が
支
払
わ

れ
て
い
る
た
め
、
市
は
補

て
ん
を
し
て
い
な
い
。
使

用
料
の
減
免
に
つ
い
て
は

検
討
す
る
旨
の
回
答
が
あ

り
ま
し
た
。

※

　
審
査
の
結
果
、
全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

　
本
会
議
で
は
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

なつきの湯内の食堂を廃止か
委員
中嶋　時夫

委員
藤　伸一

委員長
出水　貴之

委員
畠中　博文

副委員長
豊田　一元

委員
坂口　政義

委員
廣方　悟

委員長
北冨　敬三

委員
吉永　雪男

副委員長
田上　孝樹

観
光
拠
点
施
設

　
条
例
等
の
一
部
を

　
　
改
正
す
る
条
例

　
こ
の
条
例
は
、
嘉
麻
市

観
光
拠
点
施
設
、
道
の
駅

う
す
い
の
嘉
麻
市
物
産
展

示
販
売
施
設
、
嘉
麻
市

キ
ャ
ン
プ
村
（
古
処
山
・

馬
見
山
）
の
３
施
設
に
つ

い
て
、
当
該
施
設
に
係
る

経
営
条
件
を
よ
り
弾
力
的

に
す
る
こ
と
で
、
民
間
な

ら
で
は
の
サ
ー
ビ
ス
を
引

き
出
す
こ
と
を
目
的
に
、

指
定
管
理
者
が
管
理
を
行

う
期
間
及
び
使
用
料
の
一

部
を
見
直
す
こ
と
に
伴

い
、観
光
拠
点
施
設
条
例
、

物
産
展
示
販
売
施
設
条
例

及
び
キ
ャ
ン
プ
村
条
例
に

所
要
の
改
正
を
行
う
た
め
、

提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
執
行
部
よ
り
、
指
定
管

理
者
が
管
理
を
行
う
期
間

を
、
現
行
の
３
年
以
内
か

ら
５
年
以
内
に
２
年
延
長

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
回
の
使
用
料
改
正
に

つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者

が
定
め
る
利
用
料
の
上
限

額
を
見
直
す
も
の
で
、
改

正
後
、
指
定
管
理
者
が
利

用
料
を
見
直
す
場
合
は
、

条
例
の
規
定
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
市
長
の
承
認
を

得
て
か
ら
、
利
用
料
を
見

直
す
流
れ
と
な
る
。

　
ま
た
、
観
光
拠
点
施
設

の
足
白
農
泊
施
設
（
カ
ホ

ア
ル
ペ
）
に
つ
い
て
は
、

令
和
４
年
度
中
に
、
宿
泊

施
設
及
び
飲
食
施
設
を
一

体
と
し
て
、
指
定
管
理
者

の
選
定
作
業
を
行
い
、
令

和
５
年
４
月
か
ら
、
指
定

管
理
者
へ
の
移
行
を
目
指

す
予
定
で
あ
る
旨
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
、
条
例
で
定

め
る
限
度
額
と
指
定
管
理

者
が
定
め
る
額
の
差
が

乖
離
し
て
い
る
と
条
例
の

上
限
額
が
適
正
で
あ
る
の

か
と
い
う
判
断
が
し
に
く

い
た
め
、
今
後
議
論
す
る

必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。

※

　
審
査
の
結
果
、
全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

　
本
会
議
で
は
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

施設の弾力的運用を図る

▲ふるさと交流館なつきの湯

か
い　
り
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